
◎国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推

進に関する法律 
（平成一九年五月二三日法律第五六号）（参）   

一、提案理由（平成一九年四月一二日・参議院環境委員会） 

○愛知治郎君 ただいま議題となりました国等における温室効果ガス等の排出の削減に

配慮した契約の推進に関する法律案につきまして、その提案理由及び主な内容を御説明

申し上げます。 

 京都議定書が発効したことを受けて、政府は、地球温暖化防止のための政府実行計画

において、平成二十二年度から二十四年度までの平均で自らの温室効果ガスの排出量を

平成十三年度比で八％削減することを目標に掲げておりますが、確定している数値で直

近となる平成十七年度の温室効果ガスの排出量は一・二％の削減にとどまっております。 

 国全体の温室効果ガスの排出量の削減に向けて、政府は、自らが率先して目標を達成

する必要があります。そこで、庁舎で使用する電気の購入や庁舎の改修事業等について

は、価格のみで判断するのではなく、温室効果ガス等による環境への負荷についても適

切に評価した上で契約の相手方を決定することにより、環境に配慮した契約を推進して

いくことが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、国等の責務として、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギ

ーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な

要素をも考慮して、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めることと

しております。 

 第二に、国は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮し

た契約の推進に関する基本方針を定めなければならないこととしております。この基本

方針には、電気の供給を受ける契約及び使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購

入に係る契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項、省エネルギー

改修事業に係る契約に関する基本的事項などを定めるものとしております。各省各庁の

長及び独立行政法人等の長は、基本方針に定めるところに従い、温室効果ガス等の排出

の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならな

いこととしております。 

 第三に、国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負

担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十か年度以内とすることとして

おります。 

 第四に、地方公共団体等は、地域の自然的、社会的条件に応じて、温室効果ガス等の

排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成し、これに基づき必要な措置を講

ずるよう努めることとしております。 

 第五に、国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に



関する施策の策定及び実施に当たっては、公正な競争の確保に留意するとともに、国等

の温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策等との調和を確保するものとしてお

ります。 

 第六に、国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約について、総合評

価落札方式等に関する検討等を行うものとするとともに、当分の間、入札に必要な資格

として温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を定めた上で、価格に基づき落札者を

決定する方式によるものとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び主な内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。 

二、参議院環境委員長報告（平成一九年四月一三日） 

○大石正光君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党の三会派を代表する愛知治郎君、

川口順子君、福山哲郎君、加藤修一君の発議に係るものであります。 

 その内容は、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷を少

なく、持続的発展の可能な社会の構築に資するため、国等における温室効果ガス等の排

出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針

の策定その他必要な措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、発議者愛知治郎君から趣旨説明を聴取した後、直ちに討論に

入りましたところ、日本共産党の市田委員より、本法律案に反対する旨の意見が述べら

れました。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、衆議院環境委員長報告（平成一九年五月一七日） 

○西野あきら君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない

持続的発展が可能な社会の構築に資するため、国等における温室効果ガス等の排出の削

減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定

その他所要の措置を講じようとするものであります。 

 本案は、参議院提出に係るもので、去る四月十三日本委員会に付託され、今月十一日

に参議院議員川口順子君から提案理由の説明を聴取し、十五日に質疑を行いました。同

日質疑終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 


